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２ 施行期日

この条例は、平成27年４月１日から施行することとしました。

◎ 執行機関としての委員会の委員又は委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（条例第４号）
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２ 施行期日

この条例は、平成27年４月１日から施行することとしました。

条条 例例

宮崎県情報公開条例及び宮崎県個人情報保護条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成27年３月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第１号

宮崎県情報公開条例及び宮崎県個人情報保護条例の一部を改正する条例

（宮崎県情報公開条例の一部改正）

第１条 宮崎県情報公開条例（平成11年宮崎県条例第36号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改正後改正前

（公文書の開示義務）

第７条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公

文書に次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）の

いずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該

公文書を開示しなければならない。

（１） ［略］

（２） 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情

報を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日そ

の他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（

他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することが

できることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別するこ

とはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を

害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア・イ ［略］

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第 120

号）第２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則

法（平成11年法律第 103号）第２条第２項に規定する特定独

立行政法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独

立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成13年

法律第 140号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をい

う。以下同じ。）の役員及び職員、地方公務員法（昭和25年

法律第 261号）第２条に規定する地方公務員並びに地方独立

行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第 118号）第

２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。

）及び公社の役員及び職員をいう。）である場合において、

当該情報がその職務の遂行に係る情報（エにおいて「公務員

等職務遂行情報」という。）であるときは、当該情報のうち

、当該公務員等の職及び氏名（当該公務員等が知事が別に定

める職にある警察職員である場合にあっては、当該警察職員

の氏名を除く。）並びに当該職務遂行の内容に係る部分（公

にすることにより、当該公務員等の権利利益を不当に害する

おそれがあるものを除く。）

エ ［略］

（３）～（７） ［略］

（公文書の開示義務）

第７条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公

文書に次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）の

いずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該

公文書を開示しなければならない。

（１） ［略］

（２） 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情

報を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日そ

の他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（

他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することが

できることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別するこ

とはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を

害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア・イ ［略］

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第 120

号）第２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則

法（平成11年法律第 103号）第２条第４項に規定する行政執

行法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独立行

政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成13年法律

第 140号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。

以下同じ。）の役員及び職員、地方公務員法（昭和25年法律

第 261号）第２条に規定する地方公務員並びに地方独立行政

法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第 118号）第２条

第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）及び

公社の役員及び職員をいう。）である場合において、当該情

報がその職務の遂行に係る情報（エにおいて「公務員等職務

遂行情報」という。）であるときは、当該情報のうち、当該

公務員等の職及び氏名（当該公務員等が知事が別に定める職

にある警察職員である場合にあっては、当該警察職員の氏名

を除く。）並びに当該職務遂行の内容に係る部分（公にする

ことにより、当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれ

があるものを除く。）

エ ［略］

（３）～（７） ［略］

（宮崎県個人情報保護条例の一部改正）

第２条 宮崎県個人情報保護条例（平成14年宮崎県条例第41号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（保有個人情報の開示義務）

第17条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保

有個人情報に次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という

。）のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し

、当該保有個人情報を開示しなければならない。

（１） ［略］

（２） 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当

該事業に関する情報を除く。）であって、当該情報に含まれる

氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の

個人を識別することができるもの（他の情報と照合することに

より、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるこ

ととなるものを含む。）又は開示請求者以外の特定の個人を識

別することはできないが、開示することにより、なお開示請求

者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、

次に掲げる情報を除く。

（保有個人情報の開示義務）

第17条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保

有個人情報に次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という

。）のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し

、当該保有個人情報を開示しなければならない。

（１） ［略］

（２） 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当

該事業に関する情報を除く。）であって、当該情報に含まれる

氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の

個人を識別することができるもの（他の情報と照合することに

より、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるこ

ととなるものを含む。）又は開示請求者以外の特定の個人を識

別することはできないが、開示することにより、なお開示請求

者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、

次に掲げる情報を除く。
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ア・イ ［略］

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第 120

号）第２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則

法（平成11年法律第 103号）第２条第２項に規定する特定独

立行政法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等の役

員及び職員、地方公務員法（昭和25年法律第 261号）第２条

に規定する地方公務員、地方独立行政法人並びに宮崎県道路

公社及び宮崎県住宅供給公社（以下この節において「公社」

という。）の役員及び職員をいう。）である場合において、

当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情

報のうち、当該公務員等の職及び氏名（当該公務員等が知事

が別に定める職にある警察職員である場合にあっては、当該

警察職員の氏名を除く。）並びに当該職務遂行の内容に係る

部分（開示することにより、当該公務員等の権利利益を不当

に害するおそれがあるものを除く。）

（３）～（８） ［略］

ア・イ ［略］

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第 120

号）第２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則

法（平成11年法律第 103号）第２条第４項に規定する行政執

行法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等の役員及

び職員、地方公務員法（昭和25年法律第 261号）第２条に規

定する地方公務員、地方独立行政法人並びに宮崎県道路公社

及び宮崎県住宅供給公社（以下この節において「公社」とい

う。）の役員及び職員をいう。）である場合において、当該

情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報の

うち、当該公務員等の職及び氏名（当該公務員等が知事が別

に定める職にある警察職員である場合にあっては、当該警察

職員の氏名を除く。）並びに当該職務遂行の内容に係る部分

（開示することにより、当該公務員等の権利利益を不当に害

するおそれがあるものを除く。）

（３）～（８） ［略］

附 則

この条例は、平成27年４月１日から施行する。

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成27年３月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第２号

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

職員の退職手当に関する条例（昭和28年宮崎県条例第44号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（退職手当の調整額）

第６条の４ 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基

礎在職期間（第５条の２第２項に規定する基礎在職期間をいう。

以下同じ。）の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日

の属する月までの各月（法第27条及び第28条の規定による休職（

公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。

）、法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により

現実に職務に従事することを要しない期間又は教育公務員特例法

（昭和24年法律第１号）第26条第１項の規定による大学院修学休

業をした期間のある月（現実に職務に従事することを要する日の

あった月を除く。以下これらを「休職月等」という。）のうち人

事委員会規則で定めるものを除く。）ごとに当該各月にその者が

属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定め

る額（以下「調整月額」という。）のうちその額が最も多いもの

から順次その順位を付し、その第１順位から第60順位までの調整

月額（当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調

整月額）を合計した額とする。

（１） 第１号区分 ５万円

（２） 第２号区分 ４万 5，850円

（３） 第３号区分 ４万 1，700円

（４） 第４号区分 ３万 3，350円

（５） 第５号区分 ２万 5，000円

（６） 第６号区分 ２万 850円

（７） 第７号区分 １万 6，700円

（８） ［略］

２・３ ［略］

４ 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第１項の規

（退職手当の調整額）

第６条の４ 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基

礎在職期間（第５条の２第２項に規定する基礎在職期間をいう。

以下同じ。）の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日

の属する月までの各月（法第27条及び第28条の規定による休職（

公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。

）、法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により

現実に職務に従事することを要しない期間又は教育公務員特例法

（昭和24年法律第１号）第26条第１項の規定による大学院修学休

業をした期間のある月（現実に職務に従事することを要する日の

あった月を除く。以下これらを「休職月等」という。）のうち人

事委員会規則で定めるものを除く。）ごとに当該各月にその者が

属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定め

る額（以下「調整月額」という。）のうちその額が最も多いもの

から順次その順位を付し、その第１順位から第60順位までの調整

月額（当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調

整月額）を合計した額とする。

（１） 第１号区分 ６万 5，000円

（２） 第２号区分 ５万 9，550円

（３） 第３号区分 ５万 4，150円

（４） 第４号区分 ４万 3，350円

（５） 第５号区分 ３万 2，500円

（６） 第６号区分 ２万 7，100円

（７） 第７号区分 ２万 1，700円

（８） ［略］

２・３ ［略］

４ 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第１項の規



宮 崎 県 公 報平成 27年 ３ 月 20日（金曜日） 号外 第 ８ 号

害 4害

定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

（１） 退職した者のうち自己都合退職者（第３条第２項に規定す

る傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をい

う。以下この項において同じ。）以外のものでその勤続期間が

５年以上24年以下のもの 第１項第１号から第６号まで又は第

８号に掲げる職員の区分にあっては当該各号に定める額、同項

第７号に掲げる職員の区分にあっては零として、同項の規定を

適用して計算した額

（２） 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期

間が１年以上４年以下のもの 前号の規定により計算した額の

２分の１に相当する額

（３） ［略］

（４） 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの

第１号の規定により計算した額の２分の１に相当する額

（５） ［略］

５ ［略］

（勤続期間の計算）

定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

（１） 退職した者のうち自己都合退職者（第３条第２項に規定す

る傷病又は死亡によらずその者の都合により退職した者をいう

。以下この項において同じ。）以外のものでその勤続期間が１

年以上４年以下のもの 第１項の規定により計算した額の２分

の１に相当する額

（２） ［略］

（３） 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの

第１項の規定により計算した額の２分の１に相当する額

（４） ［略］

５ ［略］

（勤続期間の計算）

第７条 ［略］

２～４ ［略］

５ 第１項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員

以外の地方公務員（再任用職員を除く。以下同じ。）又は国家公

務員（国家公務員退職手当法（昭和28年法律第 182号）第２条に

規定する者をいう。以下同じ。）（以下「職員以外の地方公務員

等」という。）が引き続いて職員となったときにおけるその者の

職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むもの

とする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等と

しての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して

計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方

公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする

。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当す

る給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となっ

た在職期間（当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者

が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方

独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第 118号）第

２条第２項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。

）の退職手当の支給の基準（同法第48条第２項又は第51条第２項

に規定する基準をいう。以下同じ。）において明確に定められて

いない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者

の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数（１未満の端数を

生じた時は、その端数を切り捨てる。）に相当する月数）は、そ

の者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする

。

（１） ［略］

（２） 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人（以下「地方

公共団体等」という。）で、退職手当に関する規定又は退職手

当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共

団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立

行政法人（地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立

行政法人をいう。以下同じ。）、地方公社（地方住宅供給公社

法（昭和40年法律第 124号）に規定する地方住宅供給公社、地

方道路公社法（昭和45年法律第82号）に規定する地方道路公社

又は公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年法律第66号）

第７条 ［略］

２～４ ［略］

５ 第１項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員

以外の地方公務員（再任用職員を除く。以下同じ。）又は国家公

務員（国家公務員退職手当法（昭和28年法律第 182号）第２条に

規定する者をいう。以下同じ。）（以下「職員以外の地方公務員

等」という。）が引き続いて職員となったときにおけるその者の

職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むもの

とする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等と

しての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して

計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方

公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする

。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当す

る給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となっ

た在職期間（当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者

が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方

独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第 118号）第

２条第２項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。

）の退職手当の支給の基準（同法第48条第２項又は第51条第２項

に規定する基準をいう。以下同じ。）において明確に定められて

いない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者

の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数（１未満の端数を

生じた時は、その端数を切り捨てる。）に相当する月数）は、そ

の者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする

。

（１） ［略］

（２） 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人（以下「地方

公共団体等」という。）で、退職手当に関する規定又は退職手

当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共

団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立

行政法人（地方独立行政法人法第８条第３項に規定する一般地

方独立行政法人をいう。以下同じ。）、地方公社（地方住宅供

給公社法（昭和40年法律第 124号）に規定する地方住宅供給公

社、地方道路公社法（昭和45年法律第82号）に規定する地方道

路公社又は公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年法律第
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に規定する土地開発公社をいう。以下同じ。）若しくは公庫等

（国家公務員退職手当法第７条の２第１項に規定する公庫等を

いう。以下同じ。）（以下「一般地方独立行政法人等」という

。）に使用される者（常時勤務に服することを要しない者を除

く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。）が、任命

権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等

の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地

方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以

外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は

一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共

団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めている

ものの公務員（以下「特定地方公務員」という。）が、任命権

者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方

独立行政法人又は地方公社で、退職手当（これに相当する給与

を含む。以下この項において同じ。）に関する規程において、

地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者

若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要

請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地

方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合に、

地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続

期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者

としての勤続期間に通算することと定めているものに使用され

る者（常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞ

れ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員

」という。）となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方

独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き

続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き

職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員と

なった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引

き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員として

の引き続いた在職期間の終期までの期間

（３）～（７） ［略］

６～９ ［略］

附 則

４ 昭和28年７月31日に現に在職していた職員の同日以前における

次の各号に掲げる期間は、当該各号に規定する者の職員としての

在職期間とみなす。この場合において、当該各号に規定する者が

、当該各号に掲げる期間に係る者としての身分を失った際に、こ

の条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けている

ときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間の３分の２の期

間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には、含まない

ものとする。

（１） 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は

勧奨を受け、引き続いて外国政府又は日本政府若しくは外国政

府と特殊の関係があった法人で外国において日本たばこ産業株

式会社法（昭和59年法律第69号）附則第12条第１項の規定によ

る解散前の日本専売公社（以下「旧専売公社」という。）、日

本国有鉄道改革法（昭和61年法律第87号）附則第２項の規定に

よる廃止前の日本国有鉄道法（昭和23年法律第 256号）第１条

の規定により設立された日本国有鉄道（以下「旧日本国有鉄道

」という。）若しくは日本電信電話株式会社等に関する法律（

昭和59年法律第85号）附則第４条第１項の規定による解散前の

日本電信電話公社（以下「旧電信電話公社」という。）の事業

と同種の事業を行っていたもので、国家公務員退職手当法施行

66号）に規定する土地開発公社をいう。以下同じ。）若しくは

公庫等（国家公務員退職手当法第７条の２第１項に規定する公

庫等をいう。以下同じ。）（以下「一般地方独立行政法人等」

という。）に使用される者（常時勤務に服することを要しない

者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。）が

、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政

法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて

当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団

体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務

員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地

方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定め

ているものの公務員（以下「特定地方公務員」という。）が、

任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一

般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当（これに相当す

る給与を含む。以下この項において同じ。）に関する規程にお

いて、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任

命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人

等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該

一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場

合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員として

の勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用さ

れる者としての勤続期間に通算することと定めているものに使

用される者（常時勤務に服することを要しない者を除く。以下

それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公

社職員」という。）となるため退職し、かつ、引き続き特定一

般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した

後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引

き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて

職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員とし

ての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員

としての引き続いた在職期間の終期までの期間

（３）～（７） ［略］

６～９ ［略］

附 則

４ 昭和28年７月31日に現に在職していた職員の同日以前における

次の各号に掲げる期間は、当該各号に規定する者の職員としての

在職期間とみなす。この場合において、当該各号に規定する者が

、当該各号に掲げる期間に係る者としての身分を失った際に、こ

の条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けている

ときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間の３分の２の期

間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には、含まない

ものとする。

（１） 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は

勧奨を受け、引き続いて外国政府又は日本政府若しくは外国政

府と特殊の関係があった法人で外国において日本たばこ産業株

式会社法（昭和59年法律第69号）附則第12条第１項の規定によ

る解散前の日本専売公社（以下「旧専売公社」という。）、日

本国有鉄道改革法（昭和61年法律第87号）附則第２項の規定に

よる廃止前の日本国有鉄道法（昭和23年法律第 256号）第１条

の規定により設立された日本国有鉄道（以下「旧日本国有鉄道

」という。）若しくは日本電信電話株式会社等に関する法律（

昭和59年法律第85号）附則第４条第１項の規定による解散前の

日本電信電話公社（以下「旧電信電話公社」という。）の事業

と同種の事業を行っていたもので、国家公務員退職手当法施行
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令（昭和28年政令第 215号。以下「施行令」という。）附則第

３項第３号の規定により総務大臣が指定するものの職員（以下

「外国政府職員等」という。）となるため退職し、かつ、外国

政府職員等としての身分を失った後に引き続いて再び職員とな

ったものの当該外国政府職員等としての引き続いた在職期間の

３分の２の期間

（２）・（３） ［略］

（４） 先に職員として在職した者であってア又はイに該当するも

ののア又はイに掲げる期間

ア 任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国にあった

特殊機関の職員で、施行令附則第３項第６号の規定により総

務大臣の指定するもの（以下「外国特殊機関職員」という。

）となるため退職し、かつ、外国特殊機関職員としての身分

を失った後に引き続いて再び職員となった者の当該外国特殊

機関職員としての引き続いた在職期間の３分の２の期間

イ ［略］

７ さきに職員として在職した者であって、旧公職に関する就職禁

止、退官、退職等に関する勅令（昭和21年勅令第 109号）第１条

若しくは旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令（昭和22

年勅令第１号）第３条の規定により退職させられたもの又はこれ

らに準ずる措置で施行令附則第６項の規定に基づく総務省令で定

めるものによりその者の意思によらないで退職させられたもの（

さきに職員として在職し、終戦に伴い昭和20年８月15日以後これ

らの措置により公職につくことを禁ぜられた日前においてその者

の意思によらないで退職した者のうちこれらの措置の適用を受け

たもので、その禁ぜられた日（その禁ぜられた日前に再び職員と

なった者については、その再び職員となった日）の前日までの間

に他に就職しなかったものを含む。）が、その退職の後、法令の

規定又は特別の手続によりこれらの措置が解除された日（これら

の措置により就職が制限されなかった職員となった場合にあって

は、当該退職の日）から昭和28年７月31日までの間に再び職員と

なった場合においては、さきに職員として在職した期間は、その

者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。ただし、

これらの措置が解除された日から 120日を経過した日以後に再び

職員となった場合において、当該経過した日から再び職員となっ

た日の前日までの間に他に就職していたことがあるときは、この

限りでない。

23 昭和62年３月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職していた

者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第２項に規定する承

継法人であって同条第１項の規定により運輸大臣が指定する法人

以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団の

債務等の処理に関する法律（平成10年法律第 136号）附則第２条

第１項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団（以下この

項において「承継法人等」という。）の職員となり、かつ、引き

続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった

場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計

算については、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員として

の在職期間及び昭和62年４月１日以後の承継法人等の職員として

の在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし

、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当（これに相

当する給付を含む。）の支給を受けているときは、この限りでな

い。

27 平成10年10月21日に日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に

令（昭和28年政令第 215号。以下「施行令」という。）附則第

３項第３号の規定により内閣総理大臣が指定するものの職員（

以下「外国政府職員等」という。）となるため退職し、かつ、

外国政府職員等としての身分を失った後に引き続いて再び職員

となったものの当該外国政府職員等としての引き続いた在職期

間の３分の２の期間

（２）・（３） ［略］

（４） 先に職員として在職した者であってア又はイに該当するも

ののア又はイに掲げる期間

ア 任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国にあった

特殊機関の職員で、施行令附則第３項第６号イの規定により

内閣総理大臣の指定するもの（以下「外国特殊機関職員」と

いう。）となるため退職し、かつ、外国特殊機関職員として

の身分を失った後に引き続いて再び職員となった者の当該外

国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の３分の２の期

間

イ ［略］

７ 先に職員として在職した者であって、旧公職に関する就職禁止

、退官、退職等に関する勅令（昭和21年勅令第 109号）第１条若

しくは旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令（昭和22年

勅令第１号）第３条の規定により退職させられたもの又はこれら

に準ずる措置で施行令附則第６項の規定に基づく内閣官房令で定

めるものによりその者の意思によらないで退職させられたもの（

先に職員として在職し、終戦に伴い昭和20年８月15日以後これら

の措置により公職につくことを禁ぜられた日前においてその者の

意思によらないで退職した者のうちこれらの措置の適用を受けた

もので、その禁ぜられた日（その禁ぜられた日前に再び職員とな

った者については、その再び職員となった日）の前日までの間に

他に就職しなかったものを含む。）が、その退職の後、法令の規

定又は特別の手続によりこれらの措置が解除された日（これらの

措置により就職が制限されなかった職員となった場合にあっては

、当該退職の日）から昭和28年７月31日までの間に再び職員とな

った場合においては、先に職員として在職した期間は、その者の

職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。ただし、これ

らの措置が解除された日から 120日を経過した日以後に再び職員

となった場合において、当該経過した日から再び職員となった日

の前日までの間に他に就職していたことがあるときは、この限り

でない。

23 昭和62年３月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職していた

者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第２項に規定する承

継法人であって同条第１項の規定により運輸大臣が指定する法人

以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団の

債務等の処理に関する法律（平成10年法律第 136号）附則第２条

の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団（以下この項にお

いて「承継法人等」という。）の職員となり、かつ、引き続き承

継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合に

おけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算につ

いては、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職

期間及び昭和62年４月１日以後の承継法人等の職員としての在職

期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その

者が承継法人等を退職したことにより退職手当（これに相当する

給付を含む。）の支給を受けているときは、この限りでない。

27 平成10年10月21日に日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に
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関する法律附則第２条第１項の規定による解散前の日本国有鉄道

清算事業団（以下「旧事業団」という。）の職員として在職して

いた者（同法附則第25条の規定による改正前の日本国有鉄道改革

法等施行法（昭和61年法律第93号）第36条第１項の規定の適用を

受けた者に限る。）が、引き続いて独立行政法人鉄道建設・運輸

施設整備支援機構法（平成14年法律第 180号）附則第２条第１項

の規定による解散前の日本鉄道建設公団（以下「旧公団」という

。）の職員となり、かつ、引き続き旧公団の職員として在職した

後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定

の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄

道の職員としての在職期間、旧事業団の職員としての在職期間及

び旧公団の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職

期間とみなす。ただし、その者が旧事業団又は旧公団を退職した

ことにより退職手当（これに相当する給付を含む。）の支給を受

けているときは、この限りでない。

30 旧機関（国立学校設置法の一部を改正する法律（平成14年法律

第23号）による改正前の国立学校設置法第３条第１項に規定する

図書館情報大学、山梨大学及び山梨医科大学、国立学校設置法の

一部を改正する法律（平成15年法律第29号）による改正前の国立

学校設置法第３条第１項に規定する東京商船大学、東京水産大学

、福井大学、福井医科大学、神戸商船大学、島根大学、島根医科

大学、香川大学、香川医科大学、高知大学、高知医科大学、九州

芸術工科大学、佐賀大学、佐賀医科大学、大分大学、大分医科大

学、宮崎大学及び宮崎医科大学並びに廃止前国立学校設置法第３

条の５第２項の表の上欄に掲げる国立短期大学を含む。）の職員

が、第７条第５項に規定する事由によって引き続いて職員となり

、かつ、引き続いて職員として在職した後引き続いて国立大学法

人等の職員となった場合において、その者の職員としての勤続期

間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準（国立大学法

人法第35条において準用する独立行政法人通則法（平成11年法律

第 103号）第63条第２項に規定する基準をいう。）により、当該

国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定め

られているときは、人事委員会規則で定める場合を除き、この条

例の規定による退職手当は、支給しない。

31 廃止前国立学校設置法第７条の13の表の上欄に掲げる国立高等

専門学校の職員が、第７条第５項に規定する事由によって引き続

いて職員となり、かつ、引き続いて職員として在職した後引き続

いて国立高等専門学校機構の職員となった場合において、その者

の職員としての勤続期間が、当該国立高等専門学校機構の退職手

当の支給の基準（独立行政法人通則法第63条第２項に規定する基

準をいう。）により、当該国立高等専門学校機構の職員としての

勤続期間に通算されることに定められているときは、人事委員会

規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支

給しない。

関する法律附則第２条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事

業団（以下「旧事業団」という。）の職員として在職していた者

（同法附則第11条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施

行法（昭和61年法律第93号）第36条第１項の規定の適用を受けた

者に限る。）が、引き続いて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整

備支援機構法（平成14年法律第 180号）附則第２条第１項の規定

による解散前の日本鉄道建設公団（以下「旧公団」という。）の

職員となり、かつ、引き続き旧公団の職員として在職した後引き

続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎

となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職

員としての在職期間、旧事業団の職員としての在職期間及び旧公

団の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間と

みなす。ただし、その者が旧事業団又は旧公団を退職したことに

より退職手当（これに相当する給付を含む。）の支給を受けてい

るときは、この限りでない。

30 旧機関（国立学校設置法の一部を改正する法律（平成14年法律

第23号）による改正前の国立学校設置法第３条第１項に規定する

図書館情報大学、山梨大学及び山梨医科大学、国立学校設置法の

一部を改正する法律（平成15年法律第29号）による改正前の国立

学校設置法第３条第１項に規定する東京商船大学、東京水産大学

、福井大学、福井医科大学、神戸商船大学、島根大学、島根医科

大学、香川大学、香川医科大学、高知大学、高知医科大学、九州

芸術工科大学、佐賀大学、佐賀医科大学、大分大学、大分医科大

学、宮崎大学及び宮崎医科大学並びに廃止前国立学校設置法第３

条の５第２項の表の上欄に掲げる国立短期大学を含む。）の職員

が、第７条第５項に規定する事由によって引き続いて職員となり

、かつ、引き続いて職員として在職した後引き続いて国立大学法

人等の職員となった場合において、その者の職員としての勤続期

間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準（国立大学法

人法第35条において準用する独立行政法人通則法（平成11年法律

第 103号）第50条の10第２項に規定する基準をいう。）により、

当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに

定められているときは、人事委員会規則で定める場合を除き、こ

の条例の規定による退職手当は、支給しない。

31 廃止前国立学校設置法第７条の13の表の上欄に掲げる国立高等

専門学校の職員が、第７条第５項に規定する事由によって引き続

いて職員となり、かつ、引き続いて職員として在職した後引き続

いて国立高等専門学校機構の職員となった場合において、その者

の職員としての勤続期間が、当該国立高等専門学校機構の退職手

当の支給の基準（独立行政法人通則法第50条の10第２項に規定す

る基準をいう。）により、当該国立高等専門学校機構の職員とし

ての勤続期間に通算されることに定められているときは、人事委

員会規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は

、支給しない。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。ただし、第７条第５項第２号並びに附則第４項、第７項、第23項及び第27項の改正規定

は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 職員がこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同

一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前

の職員の退職手当に関する条例第２条の４から第５条の３まで及び第６条から第６条の５まで並びに附則第16項及び第24項から第26項ま

で、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（昭和37年宮崎県条例第39号。以下「条例第39号」という。）附則第３項、職員

の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（昭和48年宮崎県条例第22号。以下「条例第22号」という。）附則第５項から第８項まで
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、職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例（平成15年宮崎県条例第48号。以下「条例第48号」という。）附則第４項並びに

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成18年宮崎県条例第５号。以下「条例第５号」という。）附則第４条の規定によ

り計算した退職手当の額（以下「旧条例等退職手当額」という。）又は条例第５号附則第２条の規定による退職手当の額が、この条例に

よる改正後の職員の退職手当に関する条例（以下「新条例」という。）第２条の４から第５条の３まで及び第６条から第６条の５まで並

びに附則第16項及び第24項から第26項まで、条例第39号附則第３項、条例第22号附則第５項から第８項まで、条例第48号附則第４項並び

に条例第５号附則第４条の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、当分の間、旧条例等退職手

当額又は条例第５号附則第２条の規定による退職手当の額のいずれか多い額をもって、その者に支給すべきこれらの規定による退職手当

の額とする。

３ 職員のうち新条例第７条第５項及び第６項並びに第８条第１項から第３項までの規定により第５条の２第２項第２号から第19号までに

掲げる期間が第７条第１項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての

引き続いた在職期間に含まれるものが職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については

、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われる

べき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として人事委員会規則で定める額」とする。

（人事委員会規則への委任）

４ 前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

平成27年３月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第３号

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（職員の給与に関する条例の一部改正）

第１条 職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県条例第40号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（地域手当）

第５条の５ ［略］

２ 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合

計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。

（１） １級地 100分の18

（２） ２級地 100分の15

（３） ３級地 100分の12

（４） ４級地 100分の10

（５） ５級地 100分の６

（６） ６級地 100分の３

３ ［略］

第５条の６ 医療職給料表（一）の適用を受ける職員には、前条の規

定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合

による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定

にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に

100分の15を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

（単身赴任手当）

第５条の10 ［略］

２ 単身赴任手当の月額は、２万 3，000円（人事委員会規則で定め

るところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通

距離（以下単に「交通距離」という。）が人事委員会規則で定め

る距離以上である職員にあっては、その額に、４万 5，000円を超

えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める

額を加算した額）とする。

３・４ ［略］

（管理職員特別勤務手当）

第７条の２ 第３条第５項に規定する職員又は第５条第１項の規定

（地域手当）

第５条の５ ［略］

２ 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合

計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。

（１） １級地 100分の20

（２） ２級地 100分の16

（３） ３級地 100分の15

（４） ４級地 100分の12

（５） ５級地 100分の10

（６） ６級地 100分の６

（７） ７級地 100分の３

３ ［略］

第５条の６ 医療職給料表（一）の適用を受ける職員には、前条の規

定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合

による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定

にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に

100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

（単身赴任手当）

第５条の10 ［略］

２ 単身赴任手当の月額は、３万円（人事委員会規則で定めるとこ

ろにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離（

以下単に「交通距離」という。）が人事委員会規則で定める距離

以上である職員にあっては、その額に、７万円を超えない範囲内

で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した

額）とする。

３・４ ［略］

（管理職員特別勤務手当）

第７条の２ 第３条第５項に規定する職員又は第５条第１項の規定
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に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員が臨時又は緊

急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第２条

第５項、第７項及び第８項の規定に基づく週休日又は祝日法によ

る休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員

には、管理職員特別勤務手当を支給する。

２ 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務１回につ

き、１万 2，000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定

める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等

を考慮して人事委員会規則で定める勤務にあっては、その額に 1

00分の 150を乗じて得た額とする。

３ 前２項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関

し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

（特定の職員についての適用除外）

第８条の11 ［略］

２ ［略］

３ 第５条の２から第５条の４まで、第５条の６、第５条の８、第

５条の10、第６条の２及び第６条の２の２の規定は、再任用職員

には適用しない。

に基づく人事委員会規則で指定する職を占める職員（次項におい

て「対象職員」という。）が臨時又は緊急の必要その他の公務の

運営の必要により勤務時間等条例第２条第５項、第７項及び第８

項の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年

始の休日等（次項において「週休日等」という。）に勤務した場

合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

２ 前項に規定する場合のほか、対象職員が災害への対処その他の

臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前

５時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合

は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める額とする。

（１） 第１項に規定する場合 同項の勤務１回につき、１万 2，0

00円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額（当

該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤

務をした職員にあっては、その額に 100分の 150を乗じて得た

額）

（２） 前項に規定する場合 同項の勤務１回につき、 6，000円を

超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

４ 前３項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関

し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

（特定の職員についての適用除外）

第８条の11 ［略］

２ ［略］

３ 第５条の２から第５条の４まで、第５条の６、第５条の８、第

６条の２及び第６条の２の２の規定は、再任用職員には適用しな

い。

別表第１から別表第４までを次のように改める。
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別表第５イ及びウを次のように改める。



宮 崎 県 公 報 平成 27年 ３ 月 20日（金曜日） 号外 第 ８ 号

害 27害



宮 崎 県 公 報平成 27年 ３ 月 20日（金曜日） 号外 第 ８ 号

害 28害



宮 崎 県 公 報 平成 27年 ３ 月 20日（金曜日） 号外 第 ８ 号

害 29害



宮 崎 県 公 報平成 27年 ３ 月 20日（金曜日） 号外 第 ８ 号

害 30害



宮 崎 県 公 報 平成 27年 ３ 月 20日（金曜日） 号外 第 ８ 号

害 31害



宮 崎 県 公 報平成 27年 ３ 月 20日（金曜日） 号外 第 ８ 号

害 32害



宮 崎 県 公 報 平成 27年 ３ 月 20日（金曜日） 号外 第 ８ 号

害 33害

（企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）

第２条 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和31年宮崎県条例第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（特定の職員についての適用除外）

第15条の７ 第４条、第４条の２、第４条の５、第６条の２及び第

13条の規定は、地方公務員法第28条の４第１項又は第28条の５第

１項の規定により採用された職員には適用しない。

２ 第４条、第４条の２、第４条の５、第５条の２、第６条の２及

び第13条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条

第１項の規定により採用された職員には適用しない。

（特定の職員についての適用除外）

第15条の７ 第４条、第４条の２、第４条の５、第５条の２、第６

条の２及び第13条の規定は、地方公務員法第28条の４第１項若し

くは第28条の５第１項又は地方公務員の育児休業等に関する法律

第18条第１項の規定により採用された職員には適用しない。

（単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第３条 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和32年宮崎県条例第28号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（特定の職員についての適用除外）

第14条の５ 第４条、第４条の４、第５条の２、第５条の３及び第

12条の規定は、地方公務員法第28条の４第１項又は第28条の５第

１項の規定により採用された職員には適用しない。

２ 第４条、第４条の４、第４条の６、第５条の２、第５条の３及

び第12条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条

第１項の規定により採用された職員には適用しない。

（特定の職員についての適用除外）

第14条の５ 第４条、第４条の４、第４条の６、第５条の２、第５

条の３及び第12条の規定は、地方公務員法第28条の４第１項若し

くは第28条の５第１項又は地方公務員の育児休業等に関する法律

第18条第１項の規定により採用された職員には適用しない。

（一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）

第４条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年宮崎県条例第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（給与に関する特例）

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（

以下「特定任期付職員」という。）には、次の給料表を適用する

。

２～６ ［略］

（給与に関する特例）

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（

以下「特定任期付職員」という。）には、次の給料表を適用する

。

２～６ ［略］

給料月額号給

377，000円１

426，000円２

479，000円３

542，000円４

618，000円５

722，000円６

845，000円７

給料月額号給

370，000円１

418，000円２

470，000円３

531，000円４

606，000円５

708，000円６

828，000円７

（職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正）

第５条 職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例（平成17年宮崎県条例第76号）の一

部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

附 則

（給料の切替えに伴う経過措置）

第７条 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職

員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月

額（職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成21年

宮崎県条例第47号。第１号において「平成21年改正条例」という

。）の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあって

は、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、

附 則

（給料の切替えに伴う経過措置）

第７条 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職

員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月

額（職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成21年

宮崎県条例第47号。附則別表第４において「平成21年改正条例」

という。）の施行の日において同表の左欄に掲げる職員である者

にあっては、当該給料月額に、同欄に掲げる職員の区分に応じ、



宮 崎 県 公 報平成 27年 ３ 月 20日（金曜日） 号外 第 ８ 号

害 34害

その額に１円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とす

る。）に達しないこととなるもの（人事委員会規則で定める職員

を除く。）には、平成33年３月31日までの間（以下「支給期間」

という。）、給料月額のほか、その差額に相当する額（職員給与

条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に

あっては、当該額に 100分の99を乗じて得た額）から、平成26年

４月１日から平成27年３月31日までの間にあっては 2，000円を、

平成27年４月１日以降にあっては平成26年４月１日から給料の支

給日までの期間の年数（その期間に１年に満たない端数があると

きは、これを切り捨てるものとする。）に１を加えた数に 2，000

円を乗じて得た額を減じた額（零を上回るものに限る。）（以下

「減額後の差額相当額」という。）を給料として支給する。

（１） 平成21年改正条例附則第２項第１号に規定する減額改定対

象職員（次号に掲げる職員を除く。） 100分の99．1

（２） 職員給与条例第３条第５項に規定する職員 100分の 98．

94

（３） 前２号に掲げる職員以外の職員（医療職給料表（一）の適用

を受ける職員を除く。） 100分の 99．34

２ 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（前項に

規定する職員を除く。）について、同項の規定による給料を支給

される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員

には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じ

て、給料を支給する。ただし、医療職給料表（三）の適用を受ける

職員で平成23年４月１日にその者の属する職務の級が４級に降格

した者のうち人事委員会規則で定めるものについては、同項の規

定にかかわらず、支給期間の満了後にあっても人事委員会規則に

定める期間、給料月額のほか減額後の差額相当額を給料として支

給する。この場合において、その者の給料月額と減額後の差額相

当額の合計額が、その者が当該降格をした日の前日に属した職務

の級及び受けていた号給に対応するその者の給料の支給日におけ

る給料月額を下回らないものとする。

３ 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員に

ついて、任用の事情等を考慮して前２項の規定による給料を支給

される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員

には、人事委員会規則の定めるところにより、前２項の規定に準

じて、給料を支給する。ただし、平成19年４月１日、平成20年４

月１日又は平成21年４月１日に単純な労務に雇用される職員の給

与の種類及び基準に関する条例（昭和32年宮崎県条例第28号）の

適用を受ける職員から職員給与条例の適用を受ける職員となった

者のうち人事委員会規則で定めるものについては、前２項の規定

にかかわらず、支給期間の満了後にあっても人事委員会規則で定

める期間、給料月額のほか減額後の差額相当額を給料として支給

する。この場合において、その者の受ける給料月額と減額後の差

額相当額の合計額が、施行日の前日に受けていた給料月額に 100

分の99．7を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは

その端数を切り捨てた額）に、 100分の99．1を乗じて得た額（そ

の額に１円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額）を

下回らないものとする。

それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とし、その額に

１円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。）に

達しないこととなるもの（人事委員会規則で定める職員を除く。

）には、平成33年３月31日までの間、給料月額のほか、その差額

に相当する額（職員給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜ

られて支給される職員にあっては、当該額に 100分の99を乗じて

得た額）から附則別表第５の左欄に掲げる期間の区分に応じ、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる額を減じた額（零を上回るものに限る

。）を給料として支給する。

２ 前項の規定は、施行日の前日から引き続き給料表の適用を受け

る職員（同日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員を除

く。）で、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必

要があると認められるものについて準用する。この場合において

、同項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは「人事

委員会規則で定める額」と、「平成33年３月31日までの間」とあ

るのは「平成33年３月31日までの間（医療職給料表（三）の適用を

受ける職員で平成23年４月１日にその者の属する職務の級が４級

に降格した者のうち人事委員会規則で定めるもの（以下「平成23

年度格付職員」という。）にあっては、人事委員会規則で定める

期間）」と、「（零を上回るものに限る。）を給料として支給す

る。」とあるのは「（零を上回るものに限る。）（以下「減額後

の差額相当額」という。）を給料として支給する。この場合にお

いて、平成23年度格付職員に係る平成33年４月１日以降の減額後

の差額相当額は、その者が当該降格をした日の前日に属した職務

の級及び受けていた号給に対応する人事委員会で定める給料月額

とその者の受ける給料月額との差額（零を上回るものに限る。）

とする。」と読み替えるものとする。

３ 第１項の規定は、施行日以降に新たに給料表の適用を受けるこ

ととなった職員で、任用の事情等を考慮して同項（前項において

準用する場合を含む。）の規定による給料を支給される職員との

権衡上必要があると認められるものについて準用する。この場合

において、第１項中「同日において受けていた給料月額」とある

のは「人事委員会規則で定める額」と、「平成33年３月31日まで

の間」とあるのは「平成33年３月31日までの間（平成19年４月１

日以降に単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関

する条例（昭和32年宮崎県条例第28号）の適用を受ける職員（以

下「現業職員」という。）から職員給与条例の適用を受ける職員

となった者（以下「任命換職員」という。）のうち人事委員会規

則で定めるものにあっては、人事委員会規則で定める期間）」と

、「（零を上回るものに限る。）を給料として支給する。」とあ

るのは「（零を上回るものに限る。）（以下「減額後の差額相当

額」という。）を給料として支給する。この場合において、任命

換職員に係る平成33年４月１日以降の減額後の差額相当額は、そ

の者が任命換職員となった日の前日に現業職員として受けていた

給料月額に 100分の99．7（任命換職員となった日が平成21年４月
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４ ［略］

附則別表第３ 教育職給料表（一）４級の欄に掲げる指定１号給から

指定６号給までの額の給料を受ける職員の号給の切替

表（附則第３条関係）

１日である者にあっては 100分の99）を乗じて得た額（その額に

１円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額）に、 100

分の99．1を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは

その端数を切り捨てた額）とその者の受ける給料月額との差額（

零を上回るものに限る。）とする。」と読み替えるものとする。

４ ［略］

５ 第１項から前項までの規定は、職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例（平成27年宮崎県条例第３号）附則第３項（同

条例附則第４項及び第５項において準用する場合を含む。）の規

定による給料が支給される職員には、適用しない。

附則別表第３ 教育職給料表（一）４級の欄に掲げる指定１号給から

指定６号給までの額の給料を受ける職員の号給の切替

表（附則第３条関係）

附則別表第４（附則第７条関係）

附則別表第５（附則第７条関係）

［略］ ［略］

割 合職 員

100分の99．1１ 平成21年改正条例附則第２項第１号に

規定する減額改定対象職員（２の項に掲

げる職員を除く。）

100分の 98．94２ 職員給与条例第３条第５項に規定する

職員

100分の 99．34３ １又は２の項に掲げる職員以外の職員

（医療職給料表（一）の適用を受ける職員

を除く。）

額期 間

円

2，000平成26年４月１日から平成27年３月31日まで

4，000平成27年４月１日から平成28年３月31日まで

6，000平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

8，000平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

10，000平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

12，000平成31年４月１日から平成32年３月31日まで

14，000平成32年４月１日以降

（病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）

第６条 病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成18年宮崎県条例第22号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（管理職員特別勤務手当）

第17条 第５条の規定による管理者が指定する職を占める職員（以

下「管理職員」という。）が臨時又は緊急の必要その他の公務の

運営の必要により、週休日又は祝日法による休日等若しくは年末

年始の休日等に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給す

る。

（特定の職員についての適用除外等）

第26条 ［略］

２ 第６条、第７条、第９条、第11条及び第21条の規定は、地方公

務員法第28条の４第１項若しくは第28条の５第１項又は地方公務

員の育児休業等に関する法律第18条第１項の規定により採用され

（管理職員特別勤務手当）

第17条 第５条の規定による管理者が指定する職を占める職員（以

下「管理職員」という。）が臨時又は緊急の必要その他の公務の

運営の必要により、週休日又は祝日法による休日等若しくは年末

年始の休日等（次項において「週休日等」という。）に勤務した

場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

２ 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の

臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前

５時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合

は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

（特定の職員についての適用除外等）

第26条 ［略］

２ 第６条、第７条、第９条及び第21条の規定は、地方公務員法第

28条の４第１項又は第28条の５第１項の規定により採用された職

員には適用しない。
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た職員には適用しない。

３・４ ［略］

３ 第６条、第７条、第９条、第11条及び第21条の規定は、地方公

務員の育児休業等に関する法律第18条第１項の規定により採用さ

れた職員には適用しない。

４・５ ［略］

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。

（施行日前の異動者の号給の調整）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施

行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限

度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（給料の切替えに伴う経過措置）

３ 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しな

いこととなるもの（人事委員会規則で定める職員を除く。）には、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額（職員の給与に関

する条例（以下「職員給与条例」という。）附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に 100分の99

を乗じて得た額）を給料として支給する。ただし、差額に相当する額が、職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関

する条例の一部を改正する条例（平成17年宮崎県条例第76号）附則第７条第１項（同条例附則第７条第２項及び第３項において準用する

場合を含む。）の給料の額に達しない場合は、支給しない。

４ 前項の規定は、施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（同日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員を除く。）

で、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものについて準用する。この場合において、同項中「同

日において受けていた給料月額」とあるのは、「人事委員会規則で定める額」と読み替えるものとする。

５ 附則第３項の規定は、施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員で、任用の事情等を考慮して同項（前項において準

用する場合を含む。）の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものについて準用する。この場合において

、附則第３項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは、「人事委員会規則で定める額」と読み替えるものとする。

６ 前３項の規定の適用について、部内の他の職員との権衡を失すると認められるときその他特別の事情があるときは、人事委員会と協議

の上、必要な調整を行うことができる。

７ 附則第３項（附則第４項及び第５項において準用する場合を含む。）の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第６条

の３第１項、第６条の４第１項（同条第２項において同条第１項の例によるものとする場合を含む。）、第６条の５第２項及び第８条第

５項（職員給与条例第８条の４第４項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例（平成４年宮崎県条例第６号）第15条の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の

給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成27年宮崎県条例第３号）附則第３項（同条例附則第４項及び第５項において準用する場

合を含む。）の規定による給料の額との合計額」とする。

８ 附則第３項（附則第４項及び第５項において準用する場合を含む。）の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規

定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成27

年宮崎県条例第３号）附則第３項（同条例附則第４項及び第５項において準用する場合を含む。）の規定による給料の額との合計額」と

する。

（１） 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（昭和46年宮崎県条例第47号）第３条第１項

（２） 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第７条第４項

（平成30年３月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例）

９ 施行日から平成30年３月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる職員給与条例の規定の

適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

（人事委員会規則への委任）

10 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合100分の20第５条の５第２項第１号

100分の16を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合100分の16第５条の５第２項第２号

100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合100分の15第５条の５第２項第３号

100分の12を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合100分の12第５条の５第２項第４号

100分の10を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合100分の10第５条の５第２項第５号

100分の６を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合100分の６第５条の５第２項第６号

100分の３を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合100分の３第５条の５第２項第７号

100分の16を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合100分の16第５条の６

３万円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額３万円第５条の10第２項
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執行機関としての委員会の委員又は委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成27年３月20日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県条例第４号

執行機関としての委員会の委員又は委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

執行機関としての委員会の委員又は委員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年宮崎県条例第34号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

（報酬の額）

第２条 委員等の報酬の額は、別表に定める日額支給の報酬の額に

同表の月額支給の報酬の額を合算して得た額とする。

２ ［略］

（報酬の調整）

第４条 ［略］

（報酬及び費用弁償の支給方法）

第６条 この条例に定めるもののほか、委員等の報酬及び費用弁償

の支給方法については、一般職の職員の例による。

別表（第２条関係）

（報酬の額）

第２条 委員等（教育長の職を兼ねる教育委員会委員を除く。以下

この条、次条及び第４条において同じ。）の報酬の額は、別表に

定める日額支給の報酬の額に同表の月額支給の報酬の額を合算し

て得た額とする。

２ ［略］

（報酬の調整）

第４条 ［略］

２ 教育長の職を兼ねる教育委員会委員には、この条例に基づく報

酬は、支給しない。

（報酬及び費用弁償の支給方法）

第６条 この条例に定めるもののほか、委員等（教育長の職を兼ね

る教育委員会委員を除く。）の報酬及び費用弁償の支給方法につ

いては、一般職の職員の例による。

別表（第２条関係）

報酬額職名

月額日額

［略］

117，000円19，500円委員長教育委員会委員

91，500円15，600円委員

［略］

報酬額職名

月額日額

［略］

91，500円15，600円教育委員会委員

［略］

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成26年法律第76号）附則第２条第１項に規定する旧教育長及び同

条第３項に規定する委員長については、この条例による改正後の執行機関としての委員会の委員又は委員の報酬及び費用弁償に関する条

例の規定にかかわらず、なお従前の例による。



宮 崎 県 公 報平成 27年 ３ 月 20日（金曜日） 号外 第 ８ 号

害 38害


	宮崎県公報　号外第８号
	条例
	宮崎県情報公開条例及び宮崎県個人情報保護条例の一部を改正する条例…（総務課）１
	職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例…（人事課）３
	職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例…（人事課）８
	執行機関としての委員会の委員又は委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例…（人事課）37



